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平
成
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年
十
一
月
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日

内
閣
総
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麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
海
道
開
発
局
等
の
地
方
出
先
機
関
の
廃
止
を
巡
る
議
論
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
海
道
開
発
局
等
の
地
方
出
先
機
関
の
廃
止
を
巡
る
議
論
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

麻
生
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
役
割
を
適
切
に
分
担
し
、
国
と
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
簡
素

で
効
率
的
な
行
政
を
実
現
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
例
え
ば
現
在
国
と
地
方
公
共
団
体
の
間
に
お
い
て
重
複
し
て
い
る
事

務
及
び
権
限
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
「
二
重
行
政
」
と
い
う
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

北
海
道
開
発
局
を
含
む
地
方
支
分
部
局
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
に
お
い
て
、
国
と

地
方
の
二
重
行
政
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
目
の
届
く
も
の
に
す
る
と
い
う
視
点
等
か
ら
、
調
査
審
議
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
審
議
の
結
果
も
踏
ま
え
、
改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

北
海
道
に
お
け
る
国
の
直
轄
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
、
国
が
任
免
及
び
俸
給
の
支
給
を
行
う
地
方
事

一



務
官
及
び
地
方
技
官
を
北
海
道
知
事
の
下
に
配
置
し
、
事
業
を
所
掌
す
る
各
省
が
北
海
道
知
事
を
指
揮
監
督
し
て
執
行
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
体
制
で
は
責
任
の
所
在
が
不
明
瞭
と
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
昭
和
二
十
六
年
に
、
国
が
行

う
直
轄
公
共
事
業
を
直
接
国
が
執
行
す
る
こ
と
と
し
、
北
海
道
開
発
庁
の
地
方
支
分
部
局
と
し
て
北
海
道
開
発
局
が
設
置
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
三
年
の
中
央
省
庁
再
編
に
よ
り
、
北
海
道
開
発
局
は
、
国
土
交
通
省
の
地
方
支
分
部
局
と
さ
れ
、

現
在
北
海
道
に
お
け
る
国
土
交
通
省
及
び
農
林
水
産
省
が
所
掌
す
る
直
轄
公
共
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
及
び
補
助
金
の

交
付
に
関
す
る
事
務
等
を
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
末
現
在
の
定
員
と
し
て
は
、
北
海
道
開
発
局
が
五
千
六
百
四
十
八
人
、
地
方
整
備

局
が
二
万
千
五
百
六
十
七
人
、
北
海
道
農
政
事
務
所
が
六
百
五
十
四
人
、地
方
農
政
局
が
一
万
四
千
六
百
九
十
三
人
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

地
方
支
分
部
局
の
事
務
及
び
権
限
を
地
方
公
共
団
体
に
移
譲
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
務
及
び
権
限
を
執
行
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
技
術
や
専
門
性
を
備
え
た
人
材
や
、
所
要
の
財
源
を
地
方
公
共
団
体
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

二



と
考
え
る
。

三


